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月
２
４
日
　
　
　
　

東
京
北
部
結
成

東
京
北
部
結
成

東
京
北
部
結
成

東
京
北
部
結
成

Ｎ
Ｔ
Ｔ
西
日
本
は
、
９
月

２
４
日
「
雇
用
形
態
・
処
遇
体

系
の
多
様
化
の
実
施
に
つ
い

て
」
な
る
「
社
長
達
」
を
出
し

た
。
昨
年
は
「
赤
字
・
企
業
の

存
亡
の
危
機
・
雇
用
確
保
」
と

い
っ
た
緊
急
避
難
的
措
置
と
し

て
「
選
択
型
の
雇
用
形
態
・
処

遇
体
系
の
多
様
化
を
実
施
す

る
」
と
主
張
し
て
き
た
が
、
今

年
は
「
ラ
イ
フ
ブ
ラ
ン
の
多
様

化
」
に
変
更
し
た
提
案
で
、
Ｎ

Ｔ
Ｔ
の
財
務
状
況
（
赤
字
・
黒

字
）
に
関
係
な
く
「
５
０
才
に

な
っ
た
ら
退
職
・
再
雇
用
」
を

恒
久
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
は
、
更
な
る
Ｏ

Ｓ
化
を
進
め
と
と
も
に
５
０
才

の
労
働
者
に
「
退
職
・
再
雇
用
」

の
選
択
を
迫
る
と
と
も
に
、
今

年
４
月
「
退
職
・
再
雇
用
」
に

応
じ
な
か
っ
た
労
働
者
に
対
し
、

「
新
会
社
の
事
業
概
要
等
が
極

め
て
著
し
く
変
化
」
し
た
と
し

て
「
平
成
１
４
年
度
に
限
り
」

雇
用
形
態
・
処
遇
体
系
の
再
選

択
を
実
施
す
る
、
と
い
う
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
東
日
本
は
、
①
支

店
法
人
営
業
部
門
の
見
な
お
し
、

②
支
店
の
営
業
、
設
備
、
共
通

部
門
の
見
な
お
し
、
③
技
術
総

合
セ
ン
タ
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
運

営
セ
ン
タ
、
専
用
サ
ー
ビ
ス
セ

ン
タ
の
Ｏ
Ｓ
化
と
３
セ
ン
タ
の

再
編
等
を
行
い
、
Ｍ
Ｅ
東
北
は

Ｍ
Ｅ
宮
城
へ
、
Ｍ
Ｅ
北
海
道
Ｎ

Ｓ
は
Ｍ
Ｅ
北
海
道
へ
移
管
す
る

Ｎ
関
労
結
成
後
、
は
じ
め

て
の
Ｎ
関
労
支
部
・
東
京
北
部

支
部
が
結
成
さ
れ
た
。
９
月
２

６
日
、
２
５
名
の
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
働

者
、練
馬
全
労
協
の
仲
間
が「
１

人
の
首
切
り
も
許
さ
な
い
」
労

働
組
合
を
作
ろ
う
、
と
か
け
つ

と
い
う
も
の
。

　
今
年
、
５
万
６
千
人
の
「
退

職
・
再
雇
用
」
者
を
含
め
１
０

万
１
千
人
の
Ｏ
Ｓ
会
社
へ
の
異

動
と
、
１
万
４
千
人
の
希
望
退

職
を
出
し
た
。
こ
の
結
果
、
０

２
年
度
中
間
決
算
で
は
、
３
千

８
百
億
円
の
コ
ス
ト
削
減
。
電

電
公
社
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
史
上
初
の
売

上
減
少
と
い
う
な
か
で
も
Ｎ
Ｔ

Ｔ
西
日
本
が
分
割
後
、
始
め
て

の
黒
字
を
計
上
す
る
等
、
利
益

の
大
幅
な
改
善
が
で
き
た
と
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
「
構
造
改
革
」
の
「
成

果
」
を
う
た
っ
て
い
る
。

　
Ｎ
Ｔ
Ｔ
内
最
大
労
組
の
全
面

的
協
力
を
得
て
、
労
働
者
を
Ｎ

Ｔ
Ｔ
か
ら
放
り
だ
し
、「
う
ま

く
い
っ
た
」
の
で
、
ま
た
や
ろ

う
、
と
い
う
こ
と
か
。

つ
け
、
１
人
ひ
と
り
が
闘
う
決

意
を
固
め
合
っ
た
。
そ
の
後
、

Ｍ
Ｅ
東
京
と
の
団
交
を
は
じ
め

た
。新
三
役
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

（
委
員
長
）
酒
井
隆
（
副
委
員

長
）
蕨
野
譲
二
（
書
記
長
）
鈴

木
安
友

「
選
択
の
チ
ャ
ン
ス
は
一

度
き
り
だ
。
再
選
択
は
あ
り
得

な
い
」
と
、
昨
年
末
か
ら
１
月

に
か
け
て
「
退
職
・
再
雇
用
」

に
応
じ
る
か
否
か
、
決
断
を
迫

っ
て
お
き
な
が
ら
、
退
職
を
拒

否
し
た
労
働
者
に
対
し
て
再
度

「
雇
用
形
態
を
選
択
し
直
せ
」

と
首
切
り
を
迫
っ
て
き
た
。

退
職
拒
否
者
か
ら
は
「
２

カ
月
間
の
研
修
を
終
え
て
や
っ

と
今
の
職
場
に
落
ち
つ
い
た
と

思
っ
た
ら
ま
た
配
転
す
る
の
か
、

今
度
は
な
に
を
や
れ
と
い
う
の

か
、
社
員
を
も
っ
と
人
間
ら
し

く
扱
え
」
と
い
う
怒
り
が
、
一

方
で
は
「
チ
ャ
ン
ス
は
一
度
き

り
だ
と
言
う
か
ら
、
前
回
の
退

職
・
再
雇
用
に
応
じ
た
。
今
年

も
や
る
な
ら
話
は
別
だ
。
１
年

間
の
差
額
を
返
し
て
も
ら
い
た

い
」「
こ
ん
な
不
利
益
扱
い
を

受
け
る
の
は
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
が
認

め
た
か
ら
だ
。
損
害
賠
償
請
求

を
し
た
い
く
ら
い
だ
」
と
い
う

怒
り
が
渦
巻
い
て
い
る
。

　
「
退
職
・
再
雇
用
」「
再
選

択
」
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
、
１
月

第
１
週
に
「
雇
用
選
択
通
知

書
」
が
配
布
さ
れ
、
１
月
末
に

提
出
を
迫
ら
れ
る
。
こ
の
間
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
を
追
い
出
す
た
め
に

様
々
な
嫌
が
ら
せ
・
脅
し
が
想

定
さ
れ
る
。
①
自
ら
の
考
え
方

を
キ
チ
ッ
と
持
ち
、
毅
然
と
し

て
会
社
と
対
応
す
る
、
②
会
社

と
の
や
り
取
り
に
は
「
テ
ー

プ
」
を
取
っ
て
お
く
、
③
少
な

く
と
も
、
安
易
に
会
社
と
対
応

し
な
い
、
④
「
元
職
場
・
仕
事
」

に
戻
り
た
い
、
な
ど
と
Ｏ
Ｓ
選

択
を
考
え
て
い
る
場
合
は
、
会

社
側
の
文
書
で
約
束
を
取
り
つ

け
る
こ
と
、
な
ど
の
決
意
と
準

備
が
必
要
だ
。
Ｎ
関
労
は
１
月

に
「
電
話
相
談
」
を
行
う
。

　
働
き
つ
づ
け
る
た
め
に
、
Ｎ

関
労
と
と
も
に
、
闘
い
つ
づ
け

よ
う
。

鈴
木
や
す
と
も
さ
ん
（
Ｎ

関
労
組
合
員
）
は
、「
リ
ス
ト

ラ
Ｎ
ｏ
！
」
を
掲
げ
て
来
年
４

月
の
区
議
選
（
東
京
都
練
馬

区
）
に
立
候
補
を
決
意
、
Ｎ
関

労
は
組
織
推
薦
を
決
定
し
た
。

Ｎ
関
労
東
・
石
原
委
員
長
は
、

「
東
京
・
練
馬
区
に
知
人
友
人

の
い
る
仲
間
は
、
ぜ
ひ
紹
介
活

動
を
お
願
い
し
た
い
」
と
呼
び

か
け
て
い
る
。

　
鈴
木
や
す
と
も
さ
ん
の
経
歴

は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

　
１
９
５
０
年
生
ま
れ
。
茨
城

県
麻
生
町
出
身
。
電
電
公
社
、

Ｎ
Ｔ
Ｔ
か
ら
今
年
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ-

Ｍ
Ｅ
東
京
に
勤
務
。
Ｎ
関
労
結

成
に
参
画
、
現
執
行
委
員
。
新

社
会
党
練
馬
総
支
部
委
員
長
。

新
社
会
党
公
認
で
初
の
チ
ャ
レ

ン
ジ
。
連
絡
先
／
練
馬
区
南
大

泉
４-

５
０-

３-

９
０
３
　
携
帯

０
９
０-

２
２
４
５-

８
３
９
０

ＮＴＴ関連労働組合協議会ＮＴＴ関連労働組合協議会ＮＴＴ関連労働組合協議会ＮＴＴ関連労働組合協議会
東京都千代田区岩本町 2-17-4　米澤ビル

労働運動センター
TEL（03）5820-2070　FAX（03）5820-2080

http://www.ag.wakwak.com/~tarmii
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1月第1週
（6日から）

雇用形態選択の説明
「雇用形態選択通知書」を手交

1月中 面談

1月末 「雇用形態選択通知書」提出

2月末 辞職承認および新会社決定通知

3月上 内定通知書を交付

4月1日 移行

■「再選択」も同じスケジュール

東日本東日本東日本東日本



Ｏ
Ｓ
会
社
の
賃
金
は
地
方

で
は
３
割
減
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
発
足
し
て
数

ヶ
月
た
ら
ず
で
各
Ｏ
Ｓ
会
社
で

は
、「
こ
の
ま
ま
で
は
会
社
が

立
ち
行
か
な
い
」
と
更
な
る
人

件
費
削
減
が
い
わ
れ
、
そ
の
施

策
の
一
つ
と
し
て
首
都
圏
・
中

京
圏
派
遣
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

山
形
で
は
、
こ
れ
を
「
口

減
ら
し
」
と
よ
び
、
東
京
へ
の

約
３
年
間
の
派
遣
を
断
る
労
働

者
に
対
し
て
、「
断
れ
ば
処
分

人
事
だ
」
と
お
ど
し
な
が
ら
本

人
が
同
意
す
る
ま
で
、
連
日
に

わ
た
り
数
人
の
管
理
者
に
よ
る

強
要
が
行
な
わ
れ
た
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
は
、
５
１
歳

以
上
の
人
は
『
退
職･

再
雇
用

(

賃
金
３
割
減)

』
と
い
う
リ
ス

ク
を
負
い
、
５
０
歳
以
下
の
人

は
『
全
国
配
転
型
』
と
い
う
リ

ス
ク
を
負
っ
て
も
ら
う
こ
と
に

な
っ
た
」
と
い
い
、
首
都
圏
派

遣
は
強
行
さ
れ
た
。

九
州
で
は
、
実
に
合
計
６

０
０
名
が
名
古
屋
な
ど
へ
の
広

域
配
転
さ
れ
た
。

「
退
職
・
再
雇
用
者
は
地

元
県
で
の
勤
務
」
と
い
う
も
っ

と
も
基
本
的
な
契
約
事
項
す
ら
、

「
本
人
同
意
」
と
い
う
形
を
と

り
な
が
ら
反
古
に
し
て
き
て
い

る
山
梨
の
あ
る
職
場
で
は
、

今
年
の
春
か
ら
３
人
（
全
員
４

０
才
代
）
の
「
自
律
神
経
失
調

症
」と
い
う
病
名
の
人
が
で
た
。

共
通
し
て
い
る
の
は
、
首
都
圏

へ
の
転
勤
、
職
種
変
更
を
伴
う

配
置
換
え
を
し
つ
こ
く
言
わ
れ

た
こ
と
。

地
方
の
労
働
者
を
受
け
入

れ
る
首
都
圏
で
は
、
営
業
系
の

業
務
に
た
ず
さ
わ
る
人
は
ド
コ

モ
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア
ー
訪
問

(

ド
コ
モ
社
へ
の
意
見
、
要
望

の
収
集
や
新
サ
ー
ビ
ス
な
ど
の

案
内
、
注
文
の
受
注
な
ど)

が

主
な
業
務
。
千
葉
県
で
は
約
２

０
０
万
携
帯
電
話
契
約
者
に
対

し
て
、
す
で
に
県
下
営
業
系
１

５
０
人
が
こ
の
仕
事
に
配
属
さ

れ
た
が
、
職
場
で
の
販
売
成
績

や
商
品
知
識
な
ど
が
ト
ッ
プ
ク

ラ
ス
の
人
た
ち
も
「
プ
ラ
イ
ド

も
な
に
も
か
も
が
ズ
タ
ズ
タ
に

さ
れ
」
配
転
を
さ
せ
ら
れ
た
。

こ
の
ド
コ
モ
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア

ー
訪
問
ノ
ル
マ
は
、
１
日
２
０

軒
か
ら
３
０
軒
に
な
り
、
在
宅

率
の
高
い
土
休
日
の
訪
問
が
ふ

え
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
。

　
１
１
６
職
場
で
は
、
Ｉ
Ｐ
系

販
売
知
識
の
向
上
と
称
し
て
全

社
員
対
象
と
す
る
Ｉ
Ｐ
研
修
が

開
始
さ
れ
て
い
る
。

Ｔ
Ａ
Ｍ
で
は
、
１
コ
ー
ル

４
３
０
０
円
か
ら
１
０
０
０
円

値
下
げ
の
３
３
０
０
円
、
２
〜

３
千
万
円
減
収
。
穴
埋
め
を
ど

う
す
る
か
検
討
が
さ
れ
、
事
務

手
数
料
代
と
か
、
新
規
ビ
ジ
ネ

ス
の
検
討
が
始
ま
っ
て
い
る
。

お
客
様
窓
口
の
廃
止
に
よ

っ
て
「
オ
ン
・
コ
ー
ル
・
ワ
ー

カ
ー
」（
電
話
１
本
で
呼
び
出

さ
れ
る
労
働
者
）
が
増
え
た
。

労
働
条
件
の
た
え
ま
な
い

切
り
下
げ
が
進
ん
で
い
る
。

８
１
年
６
月
、
頚
腕
に
罹

病
さ
せ
ら
れ
、
不
当
に
も
解
雇

さ
れ
た
木
下
孝
子
さ
ん
。
今
年

で
２
１
年
。
こ
の
間
、
全
電
通

労
組
（
現
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
）
が

「
一
切
関
与
し
な
い
」
な
か
で

「
業
務
上
認
定
と
職
場
復
帰
を

勝
ち
取
る
会
」
を
軸
に
「
敵
よ

り
も
一
日
長
く
闘
う
」「
木
下

解
雇
闘
争
で
闘
う
」
と
の
も
と

に
裁
判
闘
争
を
闘
っ
て
き
た
。

０
０
年
１
２
月
１
５
日
、
最
高

裁
不
当
判
決
。
し
か
し
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
が
免
罪
符
さ
れ
た
わ
け
で
は

な
い
。

　
全
労
協
全
国
一
般
東
京
労
組

は
、
東
日
本
の
団
交
で
「
労
使

問
題
と
し
て
何
ら
解
決
し
て
い

な
い
」
と
追
及
、
持
株
会
社
等

へ
の
抗
議
・
要
請
行
動
を
行
い
、

Ｎ
関
労
も
、「
１
人
の
首
切
り

も
許
さ
な
い
」
組
織
方
針
と
し

て
木
下
闘
争
を
取
組
む
こ
と
と

し
て
い
る
。「
勝
ち
取
る
会
」

か
ら
Ｎ
関
労
へ
闘
い
を
継
承
・

発
展
さ
せ
、
業
務
上
認
定
と
職

場
復
帰
を
勝
ち
取
る
た
め
に
闘

い
続
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　1　　就業規則に規定された６０歳定年制を否定し、事実上５０

歳定年制とした。これを「構造改革の実施に伴う雇用形態・処遇

体系の多様化の実施について（社長達東第９６号）」という「時限

立法」で、本人に「同意」を取り付け乗り切った。

　2　　社員就業規則の第６０条（転用、配置転換等）は次のよう

に記している。「社員は業務上必要があるときは、勤務事業所又は

担当する職務を変更されることがある」とし、「全国配転」とは記

していない。ＮＴＴは「就業規則を知らない人が多い。念のため

記載した」とうそぶく。

　3　　「企業が個人のサラリーマンに移動を命じるときは、妻や

子供、年老いた両親への責務を果たすことができるよう十分配慮

しなければならない」というＩＬＯ勧告１５６条や、「就業の場所

の変更により就業しつつその子の養育または家族の介護を行うこ

とが困難となり労働者」の「状況に配慮しなければならない」と

する「育児・介護休業法」も無視してきた。（団交、地裁への地位

保全の訴状、各県労働局の働きかけ等により地元に再配置した例

もある）

　4　　２００１年４月から「人事・賃金制度」が導入。「Ａ」～

「Ｄ」評価。「Ｄ」評価されると,月例賃金（成果加算）がゼロ、特

別手当２５％減と賃金ダウンする制度導入。会社は「退職・再雇

用」拒否の意思を示した社員に対して､繰り返し面談する中で､「今

の仕事を続けたければ、会社の言うことを聞いた方がいい。その

年齢で新しい高度な業務にはついていけない。どこに転勤させら

れるかわからない」「全国配転、そしてＮＴＴの企画戦略の仕事。

君はＤ評価。だったらＯＳ社に行っても賃金は変わらないことに

なる」等と嫌がらせと脅しを繰り返した。

　5　　労働者が「退職・再雇用」か否か、逡巡しているさなかの

１月１５日、「新たな『希望』退職」募集を行なった。「雇用形態・

処遇体系の多様化」「選択しを広げた」と強弁し、これまでの４０

～５７才に加えて５８・５９才へと対象を広げた。４４００人が

この「希望」退職に応じた。

　6　　提案当初、ＯＳ化移行業務に携わる者が「退職・再雇用」

選択者だと説明していたが、いつのまにかすべての５０才以上が

「退職・再雇用」選択者になった。

　7　　激変緩和処置額は、移行前後の賃金差額にＯＳ会社での在

職月数とになっていた。ＮＴＴ労組はその１００％を求めた。し

かしそれは、ＯＳ会社の退職金の原資も含まれていた。

　8　　ＮＴＴは、嫌がらせ・恫喝をし、「退職・再雇用」を迫り、

働く者の多くをＯＳ会社へと追いやった挙句、今度は、手のひら

を返したように「ＮＴＴ本体構造改革の実施に伴う非移行業務従

事者で退職・再雇用を選択した社員数が現在員の約４０％を占め」

たため「お客様サービスの維持並びに競争等の面から支障を来た

す」ので「退職・最雇用選択者による派遣」で対応する、と一夜

にして派遣労働者に追いやった。

　9　　東京・千葉・神奈川では、各県域内での配転となったが、

これに対し、ＮＴＴ労組が文句をつけ、「これでは、『退職・再雇

用』という苦渋の選択をした者が報われない」「満了型選択者に

は、全国配転を」などと、その実行をＮＴＴ当局に迫り、そして

８月１日、突然、千葉の４人の満了型選択者は、ソリューション

営業なる「研修」を２ケ月受講後、東京の「ソリューション営業」

とはまったく異なる職場へと配転された。

　10　　ＮＴＴ労組は、「地域限定」との説明にやむなく「退職・

再雇用」を「選択」した仲間に、１年を経たずして、首都圏への

「出向」を提案した。

　■労働運動センター 03-5820-2070
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